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Ⅰ　令和４年度予算提案見込額

 １  総括表
（単位：千円，％）

令 和 ３ 年 度 令 和 ４ 年 度

当 初 予 算 額 A 当 初 予 算 額 B 伸 率 B/A

3,134,500 2,936,015 △ 198,485 93.7 給水収益の減

2,966,996 2,845,881 △ 121,115 95.9

167,504 90,134 △ 77,370 53.8

1,277,213 894,373 △ 382,840 70.0 企業債借入の減

2,404,124 1,672,098 △ 732,026 69.6

うち建設工事費 1,753,709 994,034 △ 759,675 56.7 強靭化対策事業費の減

△ 1,126,911 △ 777,725 349,186 144.9

5,371,120 4,517,979 △ 853,141 84.1

123,787 47,915 △ 75,872 38.7 消費税還付金の皆減

298,878 265,931 △ 32,947 89.0

△ 175,091 △ 218,016 △ 42,925 80.3

2,051,811 2,283,040 231,229 111.3 一般会計繰入金の皆増

12,011,247 3,727,383 △ 8,283,864 31.0 企業債償還金の減

うち土地造成費 697,436 471,254 △ 226,182 67.6

△ 9,959,436 △ 1,444,343 8,515,093 689.5

12,310,125 3,993,314 △ 8,316,811 32.4

11,449,391 11,511,187 61,796 100.5

9,445,239 9,824,732 379,493 104.0

2,004,152 1,686,455 △ 317,697 84.1

3,329,194 2,174,474 △ 1,154,720 65.3 補助金の減

9,652,371 8,152,191 △ 1,500,180 84.5

うち建設工事費 7,535,436 6,043,020 △ 1,492,416 80.2 強靭化対策事業費の減

△ 6,323,177 △ 5,977,717 345,460 105.8

19,097,610 17,976,923 △ 1,120,687 94.1

8,946,677 9,074,692 128,015 101.4

8,938,831 9,058,256 119,425 101.3

7,846 16,436 8,590 209.5

2,769,886 3,513,680 743,794 126.9 国庫補助金の増

3,642,743 4,398,281 755,538 120.7

うち建設工事費 2,275,304 3,106,577 831,273 136.5 改築更新事業の増

△ 872,857 △ 884,601 △ 11,744 98.7

12,581,574 13,456,537 874,963 107.0

21,649,944 21,994,800 344,856 101.6

27,710,485 17,949,953 △ 9,760,532 64.8

12,261,885 10,614,885 △ 1,647,000 86.6

49,360,429 39,944,753 △ 9,415,676 80.9

2,698,018 4,680,944 1,982,926 173.5 土地造成事業出資金の皆増

52,058,447 44,625,697 △ 7,432,750 85.7
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 ２  会計別内訳

  （１）  工業用水道事業会計

    ア  収益的支出 （単位：千円，％）

令 和 ３ 年 度 令 和 ４ 年 度 比 較

当初予算額A 当初予算額B Ｂ／Ａ

営 業 費 用 2,845,718 2,699,319 94.9 １  太田川東部工業用水道事業 1,268,134

２  沼田川工業用水道事業 791,856

　　（うち指定管理に係る委託料 514,140)

169,223

470,106

営 業 外 費 用 117,278 142,562 121.6 企業債利息等

予 備 費 4,000 4,000 100.0

計 2,966,996 2,845,881 95.9

    イ  資本的支出 （単位：千円，％）

令 和 ３ 年 度 令 和 ４ 年 度 比 較

当初予算額A 当初予算額B Ｂ／Ａ

建 設 改 良 費 1,757,726 994,828 56.6 １  建設工事費 994,034

  ①  太田川東部工業用水道事業 (440,574)

  ②  沼田川工業用水道事業 (432,886)

(86,091)

(34,483)

２  資産購入費 794

企業債償還金 612,598 640,310 104.5

補助金返還金 0 3,160 皆 増 

他会計からの長
期借入金償還金

33,800 33,800 100.0 一般会計長期借入金償還金

計 2,404,124 1,672,098 69.6

    ウ  債務負担行為 （単位：千円）

令和５年度から
令和７年度まで

令和５年度から
令和７年度まで

令和５年度から
令和７年度まで

令和５年度から
令和７年度まで

太 田 川 東 部 工 業 用
水 道 第 ２ 期 事 業

354,820

計

308,420
太 田 川 東 部 工 業 用
水 道 事 業

1,263,433

沼 田 川 工 業 用 水 道 事 業

太 田 川 東 部 工 業 用
水 道 第 ２ 期 拡 張 事 業

26,000

574,193

区 分

区 分 備 考

３  太田川東部工業用水道
　　　　　　　　　第２期事業

事 項 期 間 限 度 額

備 考

  ③  太田川東部工業用水道
　　　　 　  　　　第２期事業

備 考

４  太田川東部工業用水道
　　　　　　　第２期拡張事業

  ④  太田川東部工業用水道
　　　　 　  　第２期拡張事業
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  （２）  土地造成事業会計

    ア  収益的支出 （単位：千円，％）

令 和 ３ 年 度 令 和 ４ 年 度 比 較

当初予算額A 当初予算額B Ｂ／Ａ

営 業 費 用 218,801 189,228 86.5 １  土地売却原価 1

２  一般管理費 102,674

３　資産減耗費 86,553

営 業 外 費 用 79,077 75,703 95.7 企業債利息等

予 備 費 1,000 1,000 100.0

計 298,878 265,931 89.0

    イ  資本的支出 （単位：千円，％）

令 和 ３ 年 度 令 和 ４ 年 度 比 較

当初予算額A 当初予算額B Ｂ／Ａ

土 地 造 成 費 697,436 471,254 67.6 １  土地造成費 471,254

  ①  箕島地区土地造成 (382,397)

　②　本郷地区土地造成 (48,857)

　③　開発整備推進 (40,000)

受 託 工 事 費 5,811 6,129 105.5 １  受託工事費 5,811

  ①  箕島地区受託工事 (5,811)

企業債償還金 11,308,000 3,250,000 28.7

計 12,011,247 3,727,383 31.0

    ウ  債務負担行為 （単位：千円）

令和５年度

備 考区 分

区 分 備 考

事 項 期 間 限 度 額

箕 島 地 区 土 地 造 成 事 業 38,824

計 38,824

備 考
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 （３）  水道用水供給事業会計

   ア  収益的支出 （単位：千円，％）

令 和 ３ 年 度 令 和 ４ 年 度 比 較

当初予算額A 当初予算額B Ｂ／Ａ

営 業 費 用 8,839,423 9,231,510 104.4 １  広島水道用水供給事業 5,218,833

２  広島西部地域水道用水供給事業 1,849,995

　　（うち指定管理に係る委託料 683,980)

３  沼田川水道用水供給事業 2,162,682

　　（うち指定管理に係る委託料 554,840)

営 業 外 費 用 598,593 590,222 98.6 企業債利息等

特 別 損 失 4,223 0 皆 減 

予 備 費 3,000 3,000 100.0

計 9,445,239 9,824,732 104.0

   イ  資本的支出 （単位：千円，％）

令 和 ３ 年 度 令 和 ４ 年 度 比 較

当初予算額A 当初予算額B Ｂ／Ａ

建 設 改 良 費 7,561,038 6,051,037 80.0 １  建設工事費 6,043,020

  ①  広島水道用水供給事業 (3,939,724)

(1,105,244)

  ③  沼田川水道用水供給事業 (998,052)

２  資産購入費 8,017

企業債償還金 2,088,361 2,098,182 100.5

補助金返還金 2,972 2,972 100.0

計 9,652,371 8,152,191 84.5

   ウ  債務負担行為 （単位：千円）

令和５年度から
令和８年度まで

令和５年度から
令和９年度まで

令和５年度から
令和７年度まで

  ②  広島西部地域水道用水
　　　　　　　　　　供給事業

備 考区 分

区 分 備 考

備 考限 度 額期 間事 項

14,403,450計

10,152,003
広 島 水 道 用 水
供 給 施 設 建 設 工 事

広 島 西 部 地 域 水 道 用 水
供 給 施 設 建 設 工 事

3,829,450

沼 田 川 水 道 用 水
供 給 施 設 建 設 工 事

421,997
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 （４）  流域下水道事業会計

   ア  収益的支出 （単位：千円，％）

令 和 ３ 年 度 令 和 ４ 年 度 比 較

当初予算額A 当初予算額B Ｂ／Ａ

営 業 費 用 8,659,637 8,807,722 101.7 １  太田川流域下水道事業 3,567,953

２  芦田川流域下水道事業 3,910,575

３  沼田川流域下水道事業 1,329,194

営 業 外 費 用 253,999 227,476 89.6 企業債利息等

特 別 損 失 22,195 20,058 90.4 資産除却費

予 備 費 3,000 3,000 100.0

計 8,938,831 9,058,256 101.3

   イ  資本的支出 （単位：千円，％）

令 和 ３ 年 度 令 和 ４ 年 度 比 較

当初予算額A 当初予算額B Ｂ／Ａ

建 設 改 良 費 2,275,304 3,106,577 136.5 １  建設工事費 3,106,577

  ①  太田川流域下水道事業 (854,903)

  ②  芦田川流域下水道事業 (802,690)

  ②  沼田川流域下水道事業 (1,448,984)

企業債償還金 1,367,439 1,291,704 94.5

計 3,642,743 4,398,281 120.7

   ウ  債務負担行為 （単位：千円）

令和５年度から
令和６年度まで

令和５年度から
令和６年度まで

令和５年度

 （５）  一般会計
（単位：千円，％）

令 和 ３ 年 度 令 和 ４ 年 度 比 較
当初予算額A 当初予算額B Ｂ／Ａ

919,300

2,276,911

1,484,733

計 2,698,018 4,680,944 173.5

太田川流域下水道建設事業 411,900

芦田川流域下水道建設事業 1,255,431

沼田川流域下水道建設事業 25,000

区 分 備 考

区 分 備 考

事 項 期 間 限 度 額 備 考

計 1,692,331

区 分 備 考

土木費
  土木管理費
 　(開発費)

2,698,018 4,680,944 173.5

１　水道用水供給事業出資金

３　企業会計負担金

２　土地造成事業出資金
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Ⅱ　予算以外の提案見込事項

現　行 改正案

基 本 料 金 27.7円 30.7円

特 定 料 金 39.8円 44.1円

超 過 料 金 55.4円 61.4円

基 本 料 金 23.7円 26.3円

使 用 料 金 5.8円 6.4円

特 定 料 金 39.8円 44.1円

超 過 料 金 59.0円 65.4円

基本使用料金 1日当たり 6,100円 1日当たり 6,760円

使 用 料 金 8.1円 9.0円

 条　例

件　　　　名

１　広島県職員定数条例等の一部を改正する条例

　【趣　旨】
　　 新たに土地造成事業に関する事務を知事に管理及び執行させることに伴い，定数の配
　 分を変更する。

  【内　容】

　【施行期日】

　　　令和４年４月１日

   　広島県工業用水道条例

区　　　　分
料率（１立方メートル当たり）

沼田川工業用水道

定量給水

一般給水

少量給水

２　広島県手数料条例等の一部を改正する条例

　【趣　旨】
　　 契約水量の減少に伴う減収及び施設の改良事業に伴う経費の増加等に対応するため，
　 沼田川工業用水道の料金を改正する。

  【内　容】

　【施行期日】
　　　令和４年４月１日

区　　　　分 現　行 改正案

広島県土地造成事業の職員 11人

広島県工業用水道事業の職員

広島県水道用水供給事業の職員

広島県流域下水道事業の職員

145人
134人
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３　広島県公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例

　【趣　旨】

　　　新たに土地造成事業に関する事務を知事に管理及び執行させることなどに伴い，必要な

　　改正を行う。

　【内　容】

　　(1)　新たに土地造成事業に関する事務を知事に管理及び執行させるため，関係規定の整

　　　 備を行う。

　　(2)　尾道市浦崎地区の一部を福山市公共下水道に接続し，芦田川流域下水道に下水の排

　　　 水を開始するため，同流域下水道の区域に尾道市を追加する。

　【施行期日】

　　  令和４年４月１日

件　　　　名
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１ 水道広域連携推進事業

(1) 目的

  施設の老朽化，人口減少に伴う料金収入の減などにより，今後，経営環境の悪化が見込まれ

る県内水道事業について，広域連携を推進することにより，将来にわたって安全・安心な水を

適切な料金により安定供給する水道システムを構築する。

(2) 事業内容及び予算額 

○ 令和３年４月に15市町と県で締結した「広島県における水道事業の統合に関する基本協定」

に基づき，令和４年度の企業団設立及び令和５年度からの事業開始に向け，引き続き，準備

を進める。

○ 統合以外の連携を選択した６市町とは，職員研修の共同実施などの連携策について検討す

るとともに，実施可能なものから取り組む。

 （単位：千円）

区 分 内   容 予算額 

企業団設立準備

組織の運営 

広島県水道企業団設立準備協議会（会長：知事 事務局： 

企業局）の運営 

【構成】 
竹原市，三原市，府中市，三次市，庄原市，東広島市，廿日市市， 

安芸高田市，江田島市，熊野町，安芸太田町，北広島町， 

大崎上島町，世羅町，神石高原町，県 

1,234

企業団設立及び

事業開始に向け

た準備 

企業団設立及び事業開始に向けた手続・準備 

 ・水道事業認可申請書及び水利使用許可申請書の作成に 

係る業務 

 ・通信基盤・情報システムの構築に係る業務 

252,783

合   計 254,017

※ 統合以外の連携策は，非予算事業として検討・実施

(3) スケジュール 

区 分 令和３年度 令和４年度 令和５年度

統合による

連 携

統合以外の

連 携

Ⅲ 令和４年度主要事業 

広島県水道企業団設立準備協議会 

企
業
団
設
立
（

11
月
）

基
本
協
定
締
結
（
４
月
）

事
業
開
始
（
４
月
）

企業団設立準備

 事業計画，企業団規約の策定
 組織・管理体制の整備，住民周知等

企業団 
設立許可 
申請 
(総務省) 

・水道事業
 認可申請
(厚労省) 

・業務引継
    等

県
議
会
・
市
町
議
会

企
業
団
設
立
議
決
（
９
月
）

検討・調整

実施可能な取組から開始 
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２ 上下水道ＤＸ推進事業 

(1) 目的 

上下水道事業は，浄水場や下水処理場の運転監視，管路の維持管理など多くの業務で人に依

存しており，今後，職員の大量退職が見込まれる中，事業を安定して継続するために，広域連

携の取組と併せ，ＤＸを推進し，業務の一層の効率化・省力化を図る。

(2) 事業内容 

○ 令和３年１月に取りまとめた「上下水道ＤＸの推進」に基づいて，水道事業に係るＤＸの

具体的な取組を進める。 

区 分 内   容 

維持管理の 

効率化・省力化

・広域運転監視システムの整備

どの施設からでも，すべての県営水道施設の運転監視や操作が可能とな
るシステムを整備

・ＡＩによる浄水場等の自動運転化

県営白ヶ瀬浄水場において，運転監視員立会のもと，薬品注入自動化シ
ステムをテスト導入

アセットマネジ 

メントの強化 

・ＡＩによる管路の劣化予測

令和３年度の試験導入による予測結果を検証した上で，劣化度予測判定
ツールを導入（管路更新計画の見直しの検討などに活用）

県民サービスの 

向上 

・スマートメーターの導入
令和３年度に引き続き，産学官による研究会に参画し，導入検討及び情

報収集を実施

(3) 予算額                                 （単位：千円）

区 分 内   容 予算額 

広域運転監視システム

の整備

・広域運転監視システム構築業務

（令和４～６年度）

〔債務1,694,440〕

0

※その他の取組については，非予算事業として検討・実施 

(4) スケジュール 

区 分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

広 域 運 転 監 視
システムの整備

ＡＩによる浄水場
等の自動運転化

ＡＩによる管路の
劣 化 予 測

スマートメーター
の 導 入

 システム構築

 実証実験

 仕様書作成

 テスト導入

 試験導入  導入（３年ごとにデータ更新）

 実用化・導入

 導入検討・実証実験導入検討・情報収集

稼働
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３ 二期トンネル（海田・呉トンネル）整備事業

(1) 目的 

   平成 18 年８月に発生した送水トンネル崩落事故を踏まえ策定した「広島県営水道の送水

のあり方基本計画」に基づき二期トンネルの整備を推進し，災害・事故等に強い水の供給体

制を構築する。 

(2) 事業内容及び予算額 

（単位：千円） 

区 分 内 容 予算額 

二期トンネル 

（海田・呉トンネル） 

・トンネル整備工事 

・水文調査※1等 

(債務：6,594,800※2) 

2,701,681 

※1 水文調査はトンネル工事に伴う地下水等への影響調査 

  ※2 トンネル整備工事費等に係る債務負担行為（令和５～８年度） 

(3) 進捗状況と今後の事業見通し 

ア 進捗状況 

○ 令和３年12月末現在，トンネル延長 14.3km のうち，9.9km（進捗率 69.2％）の掘削を

完了しているが，想定よりも長い区間において硬い岩盤が出現したことにより，令和３

年 12月末の工事進捗の目標 12.6kmに対し，2.7km の遅れが生じている。 

イ 今後の事業見通し 

○ 工事進捗に遅れが生じていることから，令和３年度に残りの掘削区間の地質調査（ボ

ーリング調査）を実施し，今後の事業見通しを整理した。 

○ 地質調査の結果，軟岩及び中硬岩と見込んだ区間を硬岩と設定し，これにより，二期ト

ンネル整備工事の完成時期は，３年延長して令和７年度末となる見込みである。 

○ また，全体事業費は，次の要因により，令和３年度当初予算編成時の見込みと比べ，43

億円増加し，193億円となる見込みである。 

・ 地質変更による掘削機械のカッター交換回数の増加に伴う資材費等の増（40億円） 

・ 事業期間の延長に伴う水文調査費などの増（3億円） 

【全体事業費（令和３年度当初予算編成時との比較）】               （単位：百万円）

区分 
H22～
R 元 

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 合計 

R4当初予算編成時A 4,901 2,885 2,148 2,702 2,779 2,473 1,342 65 19,295

R3当初予算編成時B 4,901 2,736 3,430 3,914 30 - - - 15,011

増減額（A-B） 0 149 ▲1,282 ▲1,212 2,749 2,473 1,342 65 4,284

- 10 -



国土地理院地図の一部を使用（承認番号 平成 20 中復第 106 号）

(4) スケジュール

H22

～26 
H27 H28 H29 H30 R 元 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 備  考 

H27：用地補償 

H29～：事業損失補償

H27～R8：水文調査等 

H27～28：海田立抗進入路造成

H28～R7：トンネル整備工事

 1 工区 海田～矢野 

 2 工区  吉浦～矢野 

吉浦～二河 

※トンネル整備工事及び水文調査実施期間を３年延長する。 

(5) 位置図 

地質調査，用地測量，設計

用地補償

トンネル整備工事（１工区）

水文調査等

事業損失補償

（期間延長）

（期間延長）

海田立坑進入路造成

トンネル整備工事（２工区） （期間延長）
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